
子どものスポーツ教室細則 
本規約第１５条により、以下の細則を定めます 

「規約・細則」は退会まで保管してください 

 

会費について 

（１）入会金は同居の家族２人目から不要です。入会時に兄弟または家族がすでにクラブまたは教室に所属し、 

入会金を納めている場合も不要とします。 

（２）月会費は年間の活動にかかる経費を割ったものですので、その月の欠席の有無にかかわらず納めていた

だくものです。 

（３）連絡なく欠席が続いても月会費はお返しできません。忘れずに休会、退会の手続きを行ってください。 

（４）会費は入会時の手続きにより、毎月２７日頃に口座自動振替となります。 

 

会費優遇について 

（１）スポーツ教室を２クラス以上受講する本人に限り、会費設定の低いクラスの月会費が２,７５０円（税込）とな

ります。対象外となるクラスもありますのでお問い合わせください。 

（２）ナイスサポートセンター会員は会員証提示により、入会金が１,０００円割引となります。 

 

会費納入方法 

（１）入会金／入会時、入会申込書に添えて現金で納めてください。 

（２）月会費／口座自動振替となりますが、手続完了まで時間がかかりますので、ひと月分の会費は現金で納

めてください。 

（３）年間保険料／入会時または年度初めに毎年納めていただくものです。 

 

口座自動振替 

（１）口座振替日は毎月２７日です。振替日が近くなりましたら口座残高をご確認ください。 

（２）会費収納代行をリコーリース㈱に依頼しております。 

（３）引落完了の通知はいたしません。記帳にてご確認ください。通帳への印字は「ｱﾌﾟﾙｽｶｲﾋ」となります。 

 

欠席・振替参加について 

（１）欠席はわかった時点で早めにご連絡ください。 

（２）欠席したときは、年度内にほかの教室へ振替参加ができます。ただし、振替参加をお受けできないときも

ありますので、必ず希望クラスと日時を事前にお知らせください。 

（３）ヒップホップ教室、ゴルフ教室の会員は、体育教室への振替も可能です。 

 

退会・休会 

退会・休会については手続上、退会・休会する月の前月末までに申し出たうえで「退会届」または「休会届」

を提出ください。期日までに申し出がなかった、届が未提出だったなどの場合、次月の会費が発生いたします

のでご承知おきください。また、休会中および退会後の振替参加はお受けできません。 

 

開催・休講などの活動スケジュールについて 

原則的に祝日も活動日となります。各クラブ・教室の休講日はホームページの「スケジュール」を

クリックしてご確認いただくか、出入口付近に掲示する「活動カレンダー」をご確認いただくようお

願いいたします。毎月中旬から下旬頃に翌月の予定が出ます。 

 

服装・持ちものについて 

（1） タオル、飲みもの、運動シューズは毎回持ってきてください。シューズはかかと部分がしっかりとしていて 

足にあったサイズのものをご用意ください。 



 

服装・持ちものについて（つづき） 

（２）ジャージなどの動きやすい服装で来てください。私服でも構いませんが、スカートやデニム生地などの伸

び縮みしないもの、紐やフリルがついたもの等、動きの妨げとなるような服装は避けましょう。また、髪型や

髪留めが集中力の妨げにならないようにしてきてください。 

(３)ゴルフ教室では、ゴルフクラブをお貸しできますが、いずれご自分のものを購入いただきます。ご購入の際

は指導者にひとことご相談ください。 

 

クラブハウスへの入館について 

  指導者がお声がけするまで玄関ホール左側のカフェスペースでお待ちください。アプルスプラスにて開催

の教室においては、指導者の指示に従ってください。 

 

活動中のけがについて 

（１）スポーツにけがはつきものです。事故が起きぬよう最大限努めますが、会員がケガを負った際は応急処置

をして、状況によってはご家族に連絡し、医療機関へ連れて行っていただく等の対応をお願いしています。 

（２）活動中に負ったけがにより、後日医療機関を受診したときは、すぐに事務局までお知らせください。 

 

傷害保険給付額 

死亡・後遺障害 入 院 日 額 通 院 日 額 

５００ 万円 ４,０００ 円 ２,０００ 円 

（１）規約第９条の保険は上記によって該当します。 

（２）被保険者が当会の管理活動中および往復中に負った、急激で偶然な外来の事故が補償の対象となりま

す。 

（３）入院については治療日数１日目から、通院については治療日数２日以上の事故について１日目から補償

されます。 

 

休講・閉講について 

講師の急病などやむを得ない事情により休講する場合、または、代理講師が代わりを務める場合があります。

また、同様の理由により、予定していた期間前に閉講する場合があります。いずれの場合も決定した時点で速

やかにお知らせいたします。 

 

保護者の見学について 

体育教室については、保護者の方の見学は原則的に「保護者見学日」のみとさせていただいております。

「保護者見学日」とその月のプログラムについては、玄関ホールに貼りだしますのでご確認ください。アプルス

プラスにて開催の教室においては、指導者の指示に従ってください。 

いずれの場合も活動の妨げとなりませんよう、特に小さなお子様を連れて見学される際は、お子様が運動

場内を走り回ることのないようにご配慮をお願いいたします。 

 

駐車場でのトラブルについて 

駐車場での盗難、事故等についての責任は一切負いません。ドアの開閉、発車、駐車の際は周囲に十分

ご注意ください。 
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